
長期優良住宅認定申請手順

改正前
長期優良住宅認定申請パターンは２つ
（１）　添付書類がない場合

①認定申請 ②技術審査+認定審査

（添付書類なし）

③認定通知

（２）　添付書類（適合証）を添付する場合
③認定申請 ④認定審査

（適合証　添付）

⑤認定通知

②　適合証

「平成２７年４月１日から」

※新たに３パターン目が追加！

改正後

（３）　添付書類（設計住宅性能評価書）を添付する場合

③認定申請 ④一部技術審査+認定審査

（設計住宅性能評価書　添付）

⑤認定通知

②　設計住宅性能評価書

建築指導課
所在地/〒509-0292 　岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話番号: 0574-62-1111 E-mail: kentikusido@city.kani.lg.jp

問い合わせ

登録住宅
性能評価
機関

申請者 可児市

①技術審
査依頼

登録住宅
性能評価
機関

※設計住宅性能評価書は市の基準を
　満たすものに限ります。

平成２７年４月１日より
　

長期優良住宅の認定申請において、これまでの適合証に加えて
　

「設計住宅性能評価書」の利用ができるようになります。

申請者 可児市

申請者 可児市

①技術審
査依頼


